
2012 年 4 月 17 日 東京新聞 
 
◇大熊町、15 億円超課税 事故後も原発マネー頼み社会 
 
東京電力福島第 1 原発 1～4 号機が立地する福島県大熊町が本年度、原発に対し 15 億円を超す固定資産税を

課すことが分かった。1～4 号機は電気事業法に基づいて廃止されることになり、事実上、原発の価値はゼロ。

それでも事故対応のため追加された高額の設備が固定資産となり、課税総額は事故前を上回る見込みだ。 
町の財政は、今も原発マネー頼みとなっている。 
 
建屋の骨組みがぐにゃりと曲がったまま、むき出しになった 3 号機。核燃料が溶け落ちているとみられる原

子炉には、24 時間体制で注水が続く。高い放射線量の影響で作業員も容易に近づけず、発電所としての機能

を失っている。ところが固定資産税を算出するための資産評価額をはじくと、最低でも 31 億円にのぼる。 
 
東電は事故直後の 2011 年 3 月末、1～4 号機の廃炉を決め、資産 1,016 億円はすべて損失として計上。電気

をつくれない原発の価値はないと算定していた。通常なら、この時点で、固定資産税はかからないはずだ。 
 
ところが、総務省は電気事業法の「廃止」とは別に、課税判断のもとになる原子炉等規制法上の廃止計画が

東電から出ていないことなどを理由に「事業継続中」と判断。事故後の状態をもとに初めて課税する本年度

も、東電に「資産」として申告するように求め、1～4 号機の価値を評価することにした。 
 
実際は 1～4 号機に価値をつけることは難しく、建設当時の価格の 5％という最低限度額が適用されるとみら

れる。2 号機は 28 億円以上、建設コストの高い 4 号機は 40 億円以上になる。 
 
これに大きく上乗せされるのが、事故収束のために建設された設備の資産価値だ。昨年 10 月、放射性物質

の飛散を防ぐ目的で、1 号機に設置された建屋カバーは数百億円。23 万トンもの放射能汚染水からセシウム

を取り除く装置や海水の塩分を除去する装置、仮設防潮堤も建設費に応じて高額資産となる。 
 
東電が大熊町に説明した資産の概要によると、従来の設備と、建屋カバーなど新設分を合わせた資産総額は、

一千億円ほどだった前年度を上回った。 
 
大熊町の本年度予算は総額 61 億 5 千万円。歳入のうち町税収入は、事故で土地を追われたため前年度より 4
割以上減り、20 億円弱となる見通しだ。このうち 4 分の 3 の 15 億円を原発関連の固定資産税が占める。 
 
町はこれまでも原発稼働に伴う固定資産税を医療費助成など住民サービスに活用してきたが、皮肉にも事故

により、原発のもたらす固定資産税に依存する割合が強まった。 
 
税務課の担当職員は「町の再建のためにはどんな収入でも重要です」と話す。 
 
福島第 1 原発では今後も 3、4 号機に建屋カバーが建設される予定。これらも固定資産となり、税収入は維

持されるとみられる。 
 
最終的な資産額は総務相の評価を受け、近く町に通知される。 
 


